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3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH

21日・春分の日 国　税／�令和4年分所得税の確定申
告� 2月16日〜3月15日

国　税／�個人の青色申告の承認申請
� 3月15日

国　税／�贈与税の申告�
� 2月1日〜3月15日

国　税／�2月分源泉所得税の納付�
� 3月10日

国　税／�個人事業者の令和4年分消
費税等の確定申告� 3月31日

国　税／�1月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等）� 3月31日

国　税／�7月決算法人の中間申告�
� 3月31日

国　税／�4月、7月、10月決算法人の消
費税等の中間申告（年3回の
場合）� 3月31日

地方税／�個人の都道府県民税、市町
村民税、事業税（事業所税）
の申告� 3月15日

　預金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国（デジタル庁）
に登録することで、給付金等の申請の際に申請書への口座情報の
記載や通帳の写し等の添付などが不要になる制度。口座情報は行
政機関等に提供されて、給付金のほか、年金、児童手当、所得税
の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用されます。

公金受取口座登録制度



3 月号─2

　

令
和
５
年
度
税
制
改
正
（
案
）
で

は
、
家
計
の
資
産
を
貯
蓄
か
ら
投
資

へ
と
積
極
的
に
振
り
向
け
る
た
め

N
I
S
A
の
抜
本
的
な
拡
充
や
恒
久

化
、
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
見
直

し
や
相
続
税
の
計
算
上
加
算
す
る
生

前
贈
与
の
期
間
延
長
が
行
わ
れ
ま

す
。
ま
た
、
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
開
始
に
伴
い
課
税
事
業
者
と
な

る
免
税
事
業
者
の
負
担
を
軽
減
す
る

措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、

法
人
税
や
納
税
環
境
整
備
の
見
直
し

な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

以
下
、
主
な
改
正
項
目
を
整
理
し

て
み
ま
す
。

【
改
正
項
目
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

　

主
な
改
正
項
目
の
適
用
時
期
は
、

左
表
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
前
年

以
前
の
改
正
項
目
で
適
用
時
期
が
今

年
以
降
と
な
る
項
目
も
、
記
載
し
て

い
ま
す
。

N
I
S
A
の
拡
充

　

N
I
S
A
（
少
額
投
資
非
課
税
制

度
）
は
、
購
入
し
た
株
式
や
投
資
信

託
の
売
却
益
や
配
当
金
が
、
一
定
の

範
囲
内
で
非
課
税
に
な
る
制
度
で

す
。
N
I
S
A
に
は
一
般
N
I
S
A

と
つ
み
た
て
N
I
S
A
と
ジ
ュ
ニ
ア

N
I
S
A
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
非

課
税
と
な
る
保
有
期
間
や
非
課
税
枠

な
ど
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
非
課
税
と

な
る
保
有
期
間
が
無
期
限
と
な
り
、

非
課
税
枠
な
ど
が
拡
充
さ
れ
ま
す（
下

表
参
照
）。

中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
軽
減
税

率
の
延
長

　

法
人
税
の
税
率
は
23
・
２
％
で
す

が
、
中
小
企
業
者
等
に
つ
い
て
は
、

一
定
の
法
人
を
除
い
て
年
８
０
０
万

円
以
下
の
部
分
の
税
率
が
15
％
と
な

る
軽
減
税
率
が
時
限
的
に
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
軽
減
税
率
の
特
例

が
２
年
延
長
さ
れ
、
令
和
７
年
３
月

31
日
ま
で
に
開
始
す
る
事
業
年
度
ま

で
と
な
り
ま
す
。

表1　改正項目タイムスケジュール
　　　（〇減税、●増税、－どちらともいえない）

2023年
（令和5年） 4月 ● 教育資金、結婚・子育て資金の

一括贈与の見直し

10月 － 消費税のインボイス制度が始まる

2024年
（令和6年） 1月 ● 帳簿の提出がない場合等の過少

申告加算税等の加重措置の整備

○ 新NISAの運用開始

○ 相続時精算課税制度において
110万円の基礎控除が可能に

● 暦年贈与における相続前贈与の
加算期間の延長開始

4月 ● 森林環境税が施行

2025年
（令和7年） 1月 ● 極めて高い水準の所得に対する

負担の適正化

－ 扶養控除等申告書の記載事項の
見直し

2026年
（令和8年） 1月 － 個人事業の開業・廃業等届出書

の提出期限の見直し

2027年
（令和9年） 1月 － 源泉徴収票の提出方法の見直し

－
納期の特例申請・青色申告承認
申請・青色専従者給与の届出・
給与等支払事務所の開設等届出
についての簡素化

表 2　NISA の改正点

一般NISA つみたてNISA ジュニアNISA 改正案

非課税保有期間 5年間 20年間 5年間※ 無期限

年間非課税枠 120万円 40万円 80万円 つみたて投資枠：120万円
成 長 投 資 枠：240万円

非課税限度額 600万円 800 万円 合計1,800万円
（内、成長投資枠は、1,200万円）

そ の 他 2023年で終了

※�　2023 年末以降に非課税期間が終了するものについては、18歳になるまで非課税で保
有を継続可能

令和５年度　
税制改正（案）
のポイント



3─3月号

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
見
直
し

　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
適
用
す

る
場
合
、
贈
与
さ
れ
た
財
産
の
価
額

の
合
計
額
か
ら
特
別
控
除
額

２
５
０
０
万
円
（
複
数
年
に
わ
た
り

控
除
し
て
い
る
場
合
は
、
合
計
で

２
５
０
０
万
円
）
ま
で
控
除
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
改
正
で
は
、
こ

の
控
除
と
は
別
に
、
課
税
価
格
か
ら

基
礎
控
除
額
１
１
０
万
円
を
毎
年
控

除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

相
続
税
の
課
税
価
格
に
加
算
す
る
金

額
は
、
基
礎
控
除
額
を
控
除
し
た
残

額
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
生
前
に
ま
と
ま
っ

た
財
産
の
贈
与
を
し
に
く
か
っ
た
人

も
、
相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
活
用

す
る
こ
と
で
、
次
世
代
に
資
産
を
移

転
し
や
す
い
税
制
に
な
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
ま
す
。

　

令
和
６
年
１
月
１
日
以
降
の
贈
与

か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

暦
年
贈
与
に
お
け
る
相
続
前
贈
与

の
加
算
期
間
の
延
長

　

相
続
が
開
始
し
た
前
３
年
以
内
に

贈
与
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
贈
与
に

よ
り
取
得
し
た
財
産
の
価
額
は
相
続

税
の
課
税
価
格
に
加
算
し
ま
す
。
こ

の
加
算
さ
れ
る
期
間
が
、
令
和
６
年

１
月
１
日
以
後
に
贈
与
に
よ
り
取
得

す
る
財
産
に
係
る
相
続
税
に
つ
い
て

は
、
３
年
か
ら
７
年
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
改
正
は
、
暦
年
課
税
に
お
け

る
資
産
移
転
の
時
期
に
対
す
る
中
立

性
を
高
め
る
こ
と
が
目
的
で
す
。
な

お
、
延
長
さ
れ
た
４
年
間
に
つ
い
て

は
、
贈
与
を
受
け
た
財
産
か
ら
総
額

１
０
０
万
円
を
控
除
し
た
残
額
が
、

相
続
税
の
課
税
価
格
に
加
算
さ
れ
ま

す
。

教
育
資
金
、
結
婚
・
子
育
て
資
金

の
一
括
贈
与
の
見
直
し
と
延
長

　

教
育
資
金
の
一
括
贈
与
に
係
る
贈

与
税
の
非
課
税
制
度
を
適
用
し
た
場

合
、
教
育
資
金
管
理
契
約
の
終
了
日

ま
で
に
贈
与
者
が
死
亡
し
、
相
続
税

の
課
税
価
格
の
合
計
額
が
５
億
円
を

超
え
る
と
き
は
、
非
課
税
拠
出
額
か

ら
教
育
資
金
支
出
額
を
控
除
し
た
残

額
を
受
贈
者
が
相
続
等
に
よ
り
取
得

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
教
育
資
金
、
結
婚
・
子
育

て
資
金
の
一
括
贈
与
に
係
る
贈
与
税

の
非
課
税
制
度
を
適
用
し
た
場
合

に
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
年
齢
に

達
し
た
と
き
に
非
課
税
拠
出
額
か
ら

支
出
額
を
控
除
し
た
残
額
が
あ
っ
た

と
き
は
贈
与
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
が
、

そ
の
贈
与
税
の
税
率
は
一
般
税
率
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

　

教
育
資
金
、
結
婚
・
子
育
て
資
金

の
一
括
贈
与
に
係
る
贈
与
税
の
非
課

税
制
度
は
、
令
和
５
年
３
月
31
日
ま

で
に
行
わ
れ
た
贈
与
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

前
記
の
改
正
が
行
わ
れ
た
上
、
教
育

資
金
の
一
括
贈
与
は
、
令
和
８
年
３

月
31
日
ま
で
、
結
婚
・
子
育
て
資
金

の
一
括
贈
与
は
、
令
和
７
年
３
月
31

日
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
負
担
調
整
措
置

　

免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行

事
業
者
に
な
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て

事
業
者
免
税
点
制
度
の
適
用
を
受
け

ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、

そ
の
事
業
者
が
納
付
す
る
消
費
税
額

を
、
課
税
標
準
額
に
対
す
る
消
費
税

額
の
２
割
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
令
和
５
年
10
月
１
日

か
ら
令
和
８
年
９
月
30
日
ま
で
で

す
。

　

ま
た
、
課
税
売
上
高
が
一
定
金
額

以
下
の
事
業
者
は
、
課
税
仕
入
れ
に

係
る
支
払
対
価
の
額
が
１
万
円
未
満

で
あ
る
場
合
に
は
、
一
定
の
事
項
が

記
載
さ
れ
た
帳
簿
の
み
の
保
存
に
よ

る
仕
入
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
は
令
和
５
年
10
月
１
日
か

ら
令
和
11
年
９
月
30
日
ま
で
で
す
。

電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
の
見
直
し

　

電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
係
る
電

磁
的
記
録
の
保
存
制
度
に
つ
い
て
、

シ
ス
テ
ム
対
応
が
間
に
合
わ
な
か
っ

た
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る

事
業
者
等
に
対
す
る
新
た
な
猶
予
措

置
を
講
ず
る
ほ
か
、
他
者
か
ら
受
領

し
た
電
子
デ
ー
タ
と
の
同
一
性
が
確

保
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
推

進
す
る
観
点
か
ら
、
検
索
機
能
の
確

保
の
要
件
に
つ
い
て
緩
和
措
置
な
ど

が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

無
申
告
加
算
税
の
引
上
げ

　

無
申
告
加
算
税
は
、
納
付
す
べ
き

税
額
が
50
万
円
ま
で
は
15
％
、
50
万

円
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
20
％

の
割
合
で
課
税
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
、

納
付
す
べ
き
税
額
が
３
０
０
万
円
を

超
え
る
部
分
に
つ
い
て
、
30
％
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
調
査

通
知
以
後
で
更
正
予
知
前
の
期
限
後

申
告
や
修
正
申
告
に
基
づ
く
無
申
告

加
算
税
の
場
合
は
、
30
％
で
は
な
く

25
％
に
な
り
ま
す
。



3 月号─4

　預貯金や公社債などの利子は、原則とし
てその支払いの際に、所得税及び復興特別
所得税、地方税が源泉徴収され納税が完結
されます。ただし、障害者等の貯蓄の利子
等については、一定の手続により非課税と
なります。ここでは、障害者等の少額預金
の利子所得等の非課税制度（通称、「障害
者等のマル優」）について確認します。
⑴　対象となる人
　この制度を利用できる人は、国内に住所
のある個人で、障害者等に該当する人に限
られています。この「障害者等」とは、身
体障害者手帳の交付を受けている人や障害
年金を受けている人など一定の要件を満た
す「障害者」と、遺族年金や寡婦年金を受
けている妻など一定の要件を満たす「その
他の人（妻）」を言います。
⑵　対象となる利子

　非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、合
同運用信託、特定公募公社債等運用投資信
託および一定の有価証券で、非課税となる
のは、これらの貯蓄の元本の合計額が
350万円までの利子です。
⑶　申告等の方法
　この制度を利用するためには、最初の預
入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」
を金融機関の営業所等を経由して税務署長
に提出するとともに、原則として、預入等
の都度「非課税貯蓄申込書」を金融機関の
営業所等に提出しなければなりません。な
お、この申告書を提出する際には、身体障
害者手帳や年金証書およびマイナンバーカ
ード等、一定の確認書類を提示し本人確認
を受ける必要があります。
⑷　非対面式取引における適用の可否
　ネットバンクのように非対面式取引では
税法の要求する本人確認ができない場合が
あります。しかし、預金者の便宜等を考慮
し、郵送等により本人確認などの手続が履
行された場合には適用が認められます。

　法人が立退料その他立退きに要する費用
（以下、「立退料等」といいます。）を支払っ
て借地権の返還を受けた場合には、次の金
額をその土地の帳簿価額に加算します。た
だし、これらの金額が、借地権設定時に土
地の帳簿価額を減額した金額よりも少ない
場合には、その減額した金額を加算します。
⑴　立退料等だけを支払った場合
　その支払った立退料等の金額
⑵　立退料等を支払うとともに土地の上に
ある建物などを買い取った場合
　その支払った立退料等とその建物などの
買取価額のうち、その建物の時価を超える
部分の金額との合計額
⑶　立退料等を支払わなかった場合
　通常支払うべき立退料等の全部または一
部を支払わなかった場合でも、原則として、
通常支払うべき立退料相当額と実際の支払
額との差額は受贈益として認定されません。

法人が借地権の返還を受けた
場合

障害者等のマル優（非課税貯
蓄）制度

　

義
兄
が
亡
く
な
り
死
亡
保

険
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
受
取
人
と
な
っ
て
い

た
姉
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、

受
取
人
の
変
更
が
さ
れ
な
い
ま
ま
と

な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
姉
夫
婦
に
は

子
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
私
が
一
部

を
受
け
取
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
場
合
、
相
続
税
法
上
、
ど
の

よ
う
な
取
扱
い
と
な
る
の
で
し
ょ
う

か
。

　

死
亡
保
険
金
は
相
続
税
の

課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。
受

取
人
が
相
続
人
で
あ
る
場
合
に
は
、

死
亡
保
険
金
の
非
課
税
枠
（
法
定
相

続
人
の
数
×
５
０
０
万
円
）
の
適
用

が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
の
受
取
人
は

義
兄
の
相
続
人
で
は
な
い
た
め
適
用

が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
今
回
の
受

取
人
は
、
被
相
続
人
の
配
偶
者
や
一

親
等
の
血
族
以
外
で
あ
る
た
め
、
相

続
税
額
に
２
割
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

Q 相
続
人
以
外
が
死
亡
保
険
金
を
受
け
取
っ
た
と
き

A




